
し
め
よ
、
等
の
因
あ
り
。
此
れ
を
准
け
た
り
。
敬
、
随
即
に
変
価
銀
五
十
五

両
を
将
て
数
に
照
ら
し
て
大
屋
子
等
に
散
給
し
て
承
領
せ
し
む
。

　

又
、
貴
司
の
咨
を
准
け
た
る
に
称
す
ら
く
、
敝
国
轄
属
の
永
良
部
島
の
難

民
田
沢
実
等
九
人
、
乾
隆
四
年
十
一
月
十
六
日
、
風
を
被
り
て
閩
省
台
湾
三

貂
社
地
方
に
飄
入
し
、
船
隻
は
打
破
せ
ら
る
。
経
に
台
湾
鎮
并
び
に
水
師
提

督
に
移
報
し
て
奉
檄
し
、
移
行
し
て
意
を
加
え
て
撫
恤
し
、
飭
し
て
兵
役
を

撥
し
て
接
護
し
て
省
に
到
り
、
館
駅
に
安
挿
せ
し
む
。
銀
米
を
給
予
し
て
贍

養
す
。
諭
旨
を
欽
遵
し
て
恩
を
加
え
、
従
優
し
て
接
貢
船
隻
に
附
搭
し
て
一

同
に
遣
回
せ
し
む
、
等
の
因
あ
り
。
此
れ
を
准
け
た
り
。
随
即
に
田
沢
実
等

の
携
帯
せ
る
行
李
等
の
物
は
故
土
の
原
籍
に
遣
回
せ
し
む
。
此
れ
誠
に
貴

司
、　

両
院
の
皇
徳
の
柔
遠
の
至
意
を
仰
体
し
、
難
夷
を
優
恤
し
て
、
敝
国

の
感
戴
す
る
所
、
窮
ま
り
無
き
者
な
り
。
擬
し
て
合
に
咨
覆
す
べ
し
。
此
れ

が
為
に
由
を
備
え
て
貴
司
に
移
咨
す
。
煩
為
わ
く
は
察
照
し
て
施
行
せ
ら
れ

よ
。
須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

　
　

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

　

乾
隆
五
年
（
一
七
四
〇
）
十
一
月
初
八
日

督撫

注

（1

）
敝
国…

無
き
者
な
り　

校
訂
本
は
「
敝
国　
　
　
　
　

窮
者
也
」
で
一
部

虫
損
だ
が
、
〔
二
九―

一
六
〕
な
ど
類
例
に
よ
り
「
敝
国
之
所
感
戴
無
窮
者
也
」

と
補
っ
た
。

□
□
□
□
□

2-24-21

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
・
謝
恩
の
た
め
都
通
事
蔡
宏
謨
等
に
付
し
た
符
文

（
乾
隆
五
《
一
七
四
〇
》
、
十
一
、
十
）

　

琉
球
国
中
山
王
尚
（
敬
）
、
旨
に
遵
い
て
進
貢
し
、
兼
ね
て
天
恩
に
謝
す

る
事
の
為
に
す
。

　

照
得
す
る
に
、
敝
国
、
世
々
天
朝
の
洪
恩
に
沐
し
、
貢
典
に
遵
依
し
て
二

年
一
次
す
る
こ
と
、
欽
遵
し
て
案
に
在
り
。
査
す
る
に
、
乾
隆
五
年
は
乃
ち

進
貢
の
期
に
当
た
れ
ば
、
特
に
紫
巾
官
翁
鴻
業
・
正
議
大
夫
蔡
其
棟
・
都

通
事
蔡
宏
謨
等
を
遣
わ
し
、
表
咨
を
齎
捧
し
、
海
船
二
隻
に
坐
駕
し
、
官

伴
・
水
梢
を
率
領
し
、
両
船
に
均
し
く
上
下
の
員
役
共
に
二
百
員
名
を
過
ぎ

ざ
る
を
幇
し
、
常
貢
の
煎
熟
硫
黄
一
万
二
千
六
百
觔
・
紅
銅
三
千
觔
・
煉
熟

白
剛
錫
一
千
觔
を
装
運
す
る
の
外
、
肅
み
て
謝
恩
の
礼
物
、
金
鶴
形
一
対
鶴

踏
銀
岩
坐
各
全
・
黒
漆
嵌
螺
五
爪
龍
椀
三
十
個
・
黒
漆
嵌
螺
五
爪
龍
盤
三
十

個
・
細
嫩
青
花
蕉
布
五
十
疋
・
細
嫩
白
花
蕉
布
五
十
疋
・
細
嫩
素
光
蕉
布
五

十
疋
・
精
彩
画
囲
屏
一
対
・
囲
屏
紙
五
千
張
・
護
寿
紙
五
千
張
・
精
製
雅
扇

二
百
把
等
の
物
を
具
え
、
前
み
て
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
至
り
て
投
納

し
、
起
送
し
て
京
に
赴
き
、
聖
禧
を
叩
祝
せ
ん
と
す
。

　

所
拠
の
差
去
せ
る
員
役
は
、
文
憑
無
け
れ
ば
、
各
処
の
官
軍
の
阻
留
し
て

便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
此
れ
が
為
に
理
と
し
て
合
に
符
文
を
給
発
し
、
以
て

通
行
に
便
な
ら
し
む
べ
し
。
今
、
王
府
、
礼
字
第
三
十
六
号
の
半
印
勘
合
符

文
を
給
し
、
都
通
事
蔡
宏
謨
等
に
附
し
て
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。
如
し
経



過
の
関
津
及
び
沿
海
の
巡
哨
官
軍
の
験
実
に
遇
え
ば
、
即
便
に
放
行
し
、
留

難
し
て
遅
悞
す
る
を
得
る
毋
か
れ
。
須
ら
く
符
文
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

　
　
　

計
開
す
、
京
に
赴
く

　
　

正
使
紫
巾
官
一
員　
　
　

翁
鴻
業　
　
　
　

人
伴
一
十
七
名

　
　

副
使
正
議
大
夫
一
員　
　

蔡
其
棟　
　
　
　

人
伴
一
十
二
名

都
通
事
一
員　
　
　
　

蔡
宏
謨　
　
　
　

人
伴
六
名

在
船
都
通
事
二
員　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
伴
八
名

在
船
使
者
四
員　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

人
伴
一
十
六
名

存
留
通
事
一
員　
　
　

蔡
元
鳳　
　
　
　

人
伴
六
名

在
船
通
事
一
員　
　
　

陳
以
棟　
　
　
　

人
伴
四
名

管
船
火
長
・
直
庫
四
名

　

水
梢
共
に
一
百
一
十
四
名

　
　

右
の
符
文
は
都
通
事
蔡
宏
謨
等
に
附
し
、
此
れ
を
准
ず

　

乾
隆
五
年
（
一
七
四
〇
）
十
一
月
初
十
日　

給
す

鄭
佑

阮
超
群

毛
朝
観　

姚
鴻
緒

向
嘉
猷　

麻
世
思

紅
秉
毅　

馬
利
渉

毛
得
功　

仲
承
烈

注

（1

）
鄭
佑　

池
宮
城
里
之
子
親
雲
上
（
『
家
譜
（
二
）』
八
六
一
頁
、
林
邦
俊
の
譜
）。

乾
隆
五
年
の
在
船
都
通
事
。『
宝
案
』
で
は
十
二
年
の
都
通
事
（
巻
二
八
）

と
し
て
名
が
み
え
る
。

（2

）
毛
朝
観　

康
煕
三
十
二
～
乾
隆
二
十
五
年
（
一
六
九
三
～
一
七
六
〇
）
。

首
里
系
毛
氏
七
世
（
豊
世
嶺
家
）
。
内
間
親
方
安
僓
。
康
熙
四
十
九
年
の

慶
賀
・
謝
恩
使
節
に
楽
童
子
と
し
て
江
戸
に
赴
い
て
い
る
。
乾
隆
五
年
に

在
船
使
者
（
大
唐
船
才
府
）
と
な
る
。
十
五
年
に
紫
冠
を
い
た
だ
き
、
内

間
親
方
と
な
る
。
十
七
年
～
二
十
年
に
御
物
奉
行
職
を
務
め
た
（
『
家
譜

（
三
）
』
七
九
三
頁
）
。

（3

）
姚
鴻
緒　

乾
隆
五
年
の
在
船
使
者
。
『
宝
案
』
で
は
乾
隆
二
十
年
の
在
船
使

者
（
巻
三
七
）
と
し
て
名
が
み
え
る
。

（4

）
向
嘉
猷　

禰
覇
親
雲
上
朝
意
（
『
家
譜
（
四
）
』
二
六
一
頁
、
沙
楊
英
の

譜
）
。
乾
隆
五
年
の
在
船
使
者
。
『
宝
案
』
で
は
康
熙
五
十
五
年
の
結
状
に

遏
闥
理
官
禰
覇
里
之
子
親
雲
上
（
巻
八
）
、
乾
隆
十
九
年
の
結
状
に
紫
巾
官

（
巻
三
六
）
と
し
て
名
が
み
え
る
。

（5

）
麻
世
思　

康
煕
三
十
一
～
乾
隆
三
十
四
年
（
一
六
九
二
～
一
七
六
九
）。
首

里
系
麻
氏
（
瀬
底
家
）
十
一
世
。
諸
見
里
親
雲
上
真
守
。
雍
正
四
年
に
進

貢
二
号
船
の
脇
筆
者
、
十
年
に
進
貢
二
号
船
の
大
筆
者
、
乾
隆
五
年
に
在

船
使
者
（
官
舎
）
、
十
五
年
に
在
船
使
者
（
才
府
）
と
し
て
中
国
に
赴
い
て

い
る
。
十
七
年
に
申
口
座
に
陞
る
。
乾
隆
二
十
一
年
に
越
来
間
切
諸
見
里

地
頭
に
任
ぜ
ら
れ
る
（
『
家
譜
（
三
）
』
六
四
九
頁
）
。

（6

）
蔡
元
鳳　

乾
隆
五
年
の
存
留
通
事
。
雍
正
七
年
に
記
さ
れ
た
『
歴
代
宝
案
』

第
二
集
巻
首
の
「
督
抄
宝
案
記
」
で
は
大
田
里
主
と
し
て
名
が
み
え
る
。

『
続
編
』
に
福
建
で
病
故
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（7

）
陳
以
棟　

乾
隆
五
年
の
在
船
通
事
。

（8

）
紅
秉
毅　

乾
隆
五
年
の
管
船
火
長
。
伊
差
川
通
事
親
雲
上
（『
家
譜
（
二
）
』

一
二
七
頁
、
金
策
の
譜
）
。『
宝
案
』
で
は
乾
隆
十
九
年
の
在
船
通
事
（
巻

三
六
）
、
二
十
八
年
の
在
船
都
通
事
（
巻
六
二
）
と
し
て
名
が
み
え
る
。

『
球
陽
』
に
は
乾
隆
二
十
年
に
時
憲
書
の
撰
日
の
新
法
を
学
ん
で
通
書
を

作
っ
た
と
あ
る
（『
球
陽
』
一
一
七
九
）
。

（9

）
毛
得
功　

乾
隆
五
年
の
管
船
火
長
。


